
北海道医師会顧問税理士 留目 正

欠損金額の繰越控除が
２年間延長

問い：法人の欠損金の繰越控除期間が５年か
ら７年に延長されたそうですが、本当です
か。延長されるとしたら、どの年度から適用
になりますか。
また、この改正によって実務的にはどのよ

うな影響がありましょうか。

お答え：お尋ねの改正法等は今国会で成立する予
定です。この相談室を先生が目にするときには、
もう施行されていると考えられます。
そこで、現行の税制と改正点をご説明します。

� 現行の繰越控除制度

法人税法では、各事業年度および連結事業年度
開始の日前５年以内に開始した事業年度で、青色
申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額はそ
の後の各事業年度の所得金額から控除することが
できます。
なお、欠損金額が生じた事業年度からその欠損

金額を所得金額から控除する事業年度までは連続
して確定申告書を提出していなければ、この欠損
金の繰越控除制度の適用はありません（法人税法
第５７条第１０項）。
� 今回の改正点

青色申告書を提出した事業年度の欠損金額の繰
越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の
災害による損失金額の繰越期間および連結欠損金
額の繰越期間がそれぞれ７年に延長されました。
また、この改正は、平成１３年４月１日以降に開

始した事業年度において生じた欠損金額について

適用することになっています。
聞くところによりますと、諸外国に比べて、わ

が国の欠損金額の繰越控除可能期間が比較的短い
という批判とともに、繰越欠損金額の税効果認識
期間の延長を求める声が主として金融機関等から
高まり、２年間延長されたらしいです。諸外国の
例としては、アメリカは２０年、イギリスは無制
限、ドイツもフランスも無制限のようです。
� 実務への影響

欠損金額の繰越控除期間が延長されると、多く
の法人で生じていた多額の繰越欠損金額のうち、
将来切り捨てられていた欠損金額が少なくなるも
のと考えられます。
この改正は、平成１３年４月１日以降開始する事

業年度から適用されます。このため、３月決算法
人を例にとってみますと、平成１４年３月３１日に終
了した事業年度で発生した繰越欠損金額は、平成
２１年３月３１日に終了する事業年度までが、繰越欠
損金額の控除可能な事業年度となります。
一方、現在進行中の平成１６年３月３１日に終了す

る事業年度でみてみますと、平成１３年３月３１日に
終了する事業年度までに発生した繰越欠損金額は
平成１８年３月３１日までに解消しなければ、控除し
きれなかった繰越欠損金額となり、切り捨てられ
ることになります。
� 更正の期間制限

現行の税制では、税務調査はいつまでも遡るこ
とはできず、脱税以外の場合の過少申告に係るこ
とは３年間です。
繰越欠損金額の控除の適用期間延長に伴って、

更正期間も延長されますので、今後の税務調査の
範囲も、従来の３年から５年に延長されることが
予想されます。
従来の３年が５年まで延長されることになりま

すと、調査期間も長くなり、一つの事例でも遡及
する期間も長くなることが予想されます。
平成１６年４月１日以降開始する事業年度の法人

では、平成２２年５月３１日までが更正可能期間とな
りましょう。
なお、従来、実施調査が行われる場合、“３年一

巡”と言われていたものが、“５年一巡”といわれ
ることになるかも知れません。
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